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　たくさんの皆さんと、様々な分野の話を、膝を交えて話し合い、直接市政へ提言いただくなど開かれた市政
を目指すため「かたらんね市長室」を開催しています。受付は、随時行っていますので参加希望の方は、地域
再生推進本部までお申込下さい。対馬への熱い想いを是非、市長に語って下さい。�

○
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
に
つ
い
て�

　
平
成
20
年
中
に
納
付
し
て
い
た
だ
い
た

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額
の
証
明
の
た

め
、
「
11
月
上
旬
よ
り
国
民
年
金
保
険
料

の
控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。
」
送
付

先
は
、
被
保
険
者
ご
本
人
あ
て
で
す
。

　
年
末
調
整
、
確
定
申
告
の
際
に
社
会
保

険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
申
告

書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
の
証
明
書
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】
市
役
所
で
は
証
明
書
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん
。

(

申
告
時
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
下
さ
い)

○
年
金
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
展
の
開
催
に
つ

い
て�

　
21
世
紀
の
高
齢
化
社
会
を
担
い
、
将
来

の
公
的
年
金
を
支
え
る
こ
と
と
な
る
中
学

生
お
よ
び
高
校
生
に
よ
る
、
「
年
金
」
を

テ
ー
マ
に
作
成
し
た
ポ
ス
タ
ー
・
作
文
コ

ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、

入
賞
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
長
崎

県
美
術
館
に
て
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

よ
り
多
く
の
方
た
ち
に
作
品
を
通
し
て
年

金
へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
た
く
さ
ん
の
方

の
ご
来
場
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
場
　
　
所
　
長
崎
県
美
術
館
　
県
民
ギ

　
　
　
　
　
　
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
長
崎
市
出
島
町
２
番
１
号

■
日
　
　
時
　
平
成
20
年
11
月
11
日
〜

　
　
　
　
　
　
平
成
20
年
11
月
16
日
　

　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
か
ら
午
後
８
時

■
入

場

料
　
無
　
料

■
展
示
作
品
　
作
文
の
部
入
賞
作
品

　
　
　
　
　
　（
中
学
生
の
部
、高
校
生
の

　
　
　
　
　
　
部
）
ポ
ス
タ
ー
の
部
　
応

　
　
　
　
　
　
募
全
作
品

問
合
わ
せ
先

　
　
長
崎
社
会
保
険
事
務
局
運
営
課

　
　
　
☎
０
９
５
―
８
３
２
―
６
２
５
４

●
社
会
保
険
事
務
局
の
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ�

▼
12
月
10
日（
水
）
上
対
馬
総
合
セ
ン
タ
ー
　
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で�

▼
12
月
11
日（
木
）
上
対
馬
総
合
セ
ン
タ
ー
　
午
前
10
時
か
ら
午
前
12
時
ま
で�

※上記日程は、現時点での予定です。変更の可能性もございますので御了承下さい。�
�
地域再生推進本部　協働のまちづくり推進グループ（一宮、西川）�
☎0920─53─6111　FAX　0920─53─6122　E-Mail　tiikisaisei@city-tsushima.jp

第1回�

第2回�

第3回�

第4回�

第5回�

第6回�

第7回�

第8回�

第9回�

第10回�

第11回�

回　数� 日　時�

5月27日（火） 19時～21時�

7月１日（火） 19時～21時�

7月15日（火） 19時～21時�

8月29日（金） 19時～21時�

9月26日（金） 19時～21時�

10月24日（金） 19時～21時�

11月28日（金） 19時（予定）�

12月24日（金）�

1月末（予定）�

2月末（予定）�

3月末（予定）�

�

�

�

�

�

�

対馬市役所�

上対馬支所�

対馬市役所�

上県地域活性化センター�

対馬市役所�

峰地域活性化センター�

対馬市役所�

豊玉地域活性化センター�

対馬市役所�

美津島地域活性化センター�

対馬市役所�

�

�

�

4組参加（終了）�

4組参加（終了）�

4組参加（終了）�

4組参加（終了）�

4組参加（終了）�

２組参加（終了）�

�

�

�

�

�

備　考�開催場所�

開催しています。�

≪平成20年度開催状況及び今後の日程≫�



Q
　
裁
判
員
に
な
っ
た
ら
ど
の
く

　
ら
い
の
資
料
を
見
な
く
て
は
な

　
ら
な
い
の
で
す
か
。�

Ａ
　
裁
判
実
務
の
専
門
家
で
な
い

　
国
民
の
皆
さ
ん
が
刑
事
裁
判
に

　
参
加
す
る
の
で
す
か
ら
、
争
点

　
の
判
断
に
必
要
な
証
拠
を
厳
選

　
し
て
証
拠
調
べ
を
行
い
、
で
き

　
る
限
り
、
法
廷
で
の
審
理
を
見

　
た
り
聞
い
た
り
す
る
だ
け
で
事

　
件
の
内
容
を
理
解
で
き
る
よ
う

　
な
審
理
を
行
い
た
い
と
考
え
て

　
い
ま
す
。
ま
た
、
検
察
官
や
弁

　
護
士
は
、
裁
判
員
に
分
か
り
や

　
す
い
立
証
や
弁
論
を
す
る
よ
う

　
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

　
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

　
て
、
裁
判
員
が
、
多
く
の
書
類

　
を
一
つ
一
つ
読
み
込
ま
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。

�

Q
　
被
告
人
が
起
訴
さ
れ
た
事
実

　
を
す
べ
て
認
め
て
い
た
ら
、
裁

　
判
員
は
何
を
す
る
の
で
す
か
。

A
　
刑
事
裁
判
で
は
、
た
と
え
被

　
告
人
が
す
べ
て
の
事
実
を
認
め

　
て
も
直
ち
に
有
罪
に
な
る
わ
け

　
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
実
を
争

　
っ
て
い
る
事
件
と
同
じ
く
、
法

　
廷
で
取
り
調
べ
た
証
拠
に
基
づ

　
い
て
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

　
を
判
断
し
ま
す
が
、
取
り
調
べ

　
る
証
拠
の
量
は
、
争
い
が
あ
る

　
事
件
よ
り
は
少
な
く
て
す
む
で

　
し
ょ
う
。
被
告
人
が
有
罪
で
あ

　
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど

　
の
よ
う
な
刑
罰
を
被
告
人
に
科

　
す
か
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま

　
す
。

【
お
知
ら
せ
】裁
判
員
制
度
に
関
す

　
る
出
前
説
明
会
を
随
時
受
け
付

　
け
て
お
り
ま
す
。
職
場
や
学
校
、

　
地
域
の
集
ま
り
の
場
に
も
出
向

　
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
申

　
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
長
崎
地
方
裁
判
所
厳
原
支
部

　
☎
0
9
2
0(

5
2)

0
0
6
7

14

tsushima city community magazine

広報つしま  2008.11

平
成
21
年
5
月
21
日
か
ら�

は
じ
ま
る
裁
判
員
制
度
に�

つ
い
て
解
説
し
ま
す
。�

あ
な
た
も
裁
判
員
に
選
ば�

れ
る
か
も
！�

裁判員制度
Ｑ＆Ａ［10］�

　農地転用は、「農地を農地でなくすこと、すなわち農
地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工業用地、道
路、山林などの用地に転換することをいいます。�

　農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採
取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必
要です。�

無断転用をした者は、3年以下の懲役又は300万
円以下の罰金となります。�
又、県の原状回復命令に違反した者は、６月以下
の懲役又は30万円以下の罰金となります。�

農地の無断転用を防ごう!
農地転用とは？�

農地転用の手続きは？�

一時的な農地転用は？�

問い合わせ先　対馬市農業委員会�
　　　　　　　☎０９２０－８４－２４０１�

許可無く転用したら�
　罰則が科せられます。�

転用の手続きには、次の●・●の２つのケースがあります。�
農家が自分の所有する農地を�
転用する場合（農地法4条）�

事業者などが農地を買ったり�
借りたりして転用する場合�
（農地法5条）�

4haまでは都道府県知事、4haを�
超える場合には農林水産大臣�
（地域整備法に基づく場合は知事）�
※注1、注2

注１. 2ha超～4ha以下の農地転用は、知事が大臣と協議することとされています�
　　  地域整備法とは、農村地域工業等導入促進法、総合保養地域整備法などです�
注２. 都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があります�

売　主　と　買　主�

農地の所有者�

（農地所有者）�（転用事業者）�

1 2

1

2

農林水産大臣�

都道府県知事�

転用のケース� 申請者� 許可権者�




